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令和４年３月23日(水) 

高 校 教 育 課 

 

 

 

 

 

本日、教育委員会で報告した懲戒処分３件について説明を行うとともに、教職員の非違行

為の根絶と服務規律遵守の再確認を図り、各校のコンプライアンス確保の取組の一助とする

ため、県立学校の校長を対象に、以下の日程で緊急県立高等学校長会議（出席者は下記４）

を開催しますので、お知らせします。 

なお、報道機関の方には、冒頭の「学校教育部長訓示」までを公開とします。 

 

 

記 

 

１ 日 時   令和４年３月24日（木） 16時00分から17時00分まで 

 

２ 場 所   茨城県教育研修センター １階 講堂 

         笠間市平町1410  ℡ 0296-78-2121 

 

３ 主 催   茨城県教育委員会 

 

４  出席者  

（１）県立高等学校の校長      93人（兼務者を含む。）  

（２）県立中等教育学校の校長   2人 

（３）県立特別支援学校の校長  23人 

（４）茨城県教育委員会  学校教育部長他教育庁関係課長 

            

５ 次 第                      

（１）学校教育部長訓示           16:00～16:10 

【以下、非公開】 

（２）高校教育課長指示・伝達        16:10～16:20 

（３）特別支援教育課長指示・伝達    16:20～16:30 

（４）高校教育課人事担当課長補佐説明  16:30～17:00 

 

     閉   会                  17:00（予定） 

 

 

 本資料のお問い合わせ先は 

教育庁学校教育部高校教育課 庄司（内線 5256） 

 

令和４年３月臨時県立学校長会の開催について 


